
業務効率化支援サービス利用規約 ディップ株式会社 
 
クライアントは、本利用規約が適用されることを前提としてディッ

プ株式会社（以下「ディップ」といいます。）が提供する業務効率化

支援サービス（以下「本サービス」といいます。）その他これに付随

する一切のサービスを利用するものとします。なお、本利用規約記載

の以下の条項に同意いただけない場合は、クライアントは本サービ

スを利用することはできません。 
 
第 1条（目的） 
本利用規約は、ディップが提供する本サービスを通じて企業におけ

る業務の分析・可視化、ＲＰＡやその他業務効率化ツールを用いた業

務の自動化、その後の運用までを総合的に支援することを目的とし

ます。 
 
第 2条（用語の定義） 
1．「本サービス」とは、ディップが提供する以下の業務効率化支援サ
ービスのことをいい、企業における業務の分析・可視化、ＲＰＡやそ

の他業務効率化ツールを用いた業務の自動化、その後の運用までを

総合的に支援するサービスとなります。 
・コボット  定例業務の自動化に特化したロボット 
2．「クライアント」とは、本利用規約を承諾の上、ディップが指定す
る手続きに従って申込みを行い、かつディップが本サービスの利用

を承認した法人、個人およびその他の団体をいいます。 
 
第 3条（申込み・契約の成立） 
1．クライアントは、本利用規約に同意した上で、ディップが指定す
る手続きに従って申し込みます。なお、サービスにより別途書面が必

要な場合、ディップが指定する書面も提出するものとします。 
2．ディップは、クライアントよる申込みその他必要書類を受け取っ
た後、当該申込内容を確認し、承認します。 
3．前項によりディップが当該申込を承認した場合に、ディップとク
ライアントの間に契約が成立します。 
4．ディップは、本サービスの利用開始にＩＤおよびパスワードが必
要となる場合には、クライアントに対しＩＤおよびパスワードを発

行し、貸与します。 
 
第 4条（IDおよびパスワードの管理） 
1．クライアントは自己のＩＤおよびパスワードの管理・使用は、デ
ィップの責に帰する事由による場合を除き、全てクライアントが責

任を負うものとします。 
2．クライアントはＩＤおよびパスワードを第三者に譲渡、売買、貸
与等の行為はできないものとします。 
3．クライアントはＩＤおよびパスワードを失念した場合、または盗
難されたおそれのある場合には速やかにディップにその旨を連絡す

る義務を負います。 
4．ＩＤまたはパスワードの第三者の使用により当該クライアントが
損害を被った場合、ディップの責に帰する事由による場合を除き、デ

ィップは一切責任を負いません。 
 
第 5条（利用期間） 
1．本サービスの利用期間は、申込内容記載の本サービス利用開始日
から１年間とします。ただし、導入サポートキャンペーン期間におけ

る本サービスのお申込み（以下「キャンペーン申込み」といいます）

に限り、本サービスの利用期間は、本サービス利用開始日が属する月

の翌々月末日までとします。 
2．前項にかかわらず、本サービスのうちディップがあらかじめ指定
したサービスについては、申込に記載された期間によって当該サー

ビスの提供を受けるものとします。 
3．第 1項の利用期間は、利用期間満了月の前月末日までに、ディッ
プ所定の退会届のご提出がない場合、自動的に１年間更新されるも

のとし、以降同様に自動更新するものとします。ただし、キャンペー

ン申込みによる本サービスの利用については、自動更新の適用はあ

りません。 
 
第 6条（利用料金） 
1．クライアントは本サービスの利用にあたって、ディップの定める
料金（以下「利用料金」といいます。）を申込内容に従ってディップ

指定の銀行口座に振込にて支払うものとします。 
2．クライアントは本サービスの利用にあたり不適合が生じたとして
もディップに対し利用料金の減額、返金の申し入れすることはでき

ないものとします。ただし、当該不適合がクライアントの指示に基づ

かず、またディップが本利用規約に規定する各免責条項に該当しな

い場合に当該不適合が生じた場合には、双方協議により利用料金の

一部を減額する場合があります。 
3．クライアントが支払期日までに利用料金を支払わなかった場合、
ディップはクライアントに対し、支払期日の翌日から支払済みまで、

支払期日までに支払わなかった利用料金およびその利用料金に係る

年１４．６パーセントの割合の遅延損害金を請求することができま

す。ただし、１００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てま

す。 
 
第 7条（クライアントの責務） 
1．クライアントはディップの求めに応じて、本サービスの適切な運
営、提供に必要な範囲においてクライアント自らの属性等、クライア

ントに関する情報をディップに提供しなければならないものとしま

す。 
2．クライアントはディップへの届出内容に変更があった場合には、
速やかにディップに連絡する義務を負います。届出がなかったこと

でクライアントが不利益を被ったとしても、ディップは一切その責

任を負いません。 
3．クライアントは、自らコボットに登録した情報、その内容につい
て正しいことを保証するものとします。 
4．クライアントは、クライアントによる本利用規約の履行が第三者
のいかなる権利も侵害しないということを保証します。  
5．クライアントは、自己の責任で必要なデータのバックアップを確
保するものとし、コボット上に格納したクライアントのデータの喪

失・破損について、ディップは、一切の責任を負わないものとします。 
6．コボットの機能・技術などに関する特許、コボットに関する商標、
著作権、営業秘密、ノウハウ、その他のいかなる知的財産権に基づく

権利は、ディップに帰属します。 
7．クライアントは、本サービスの利用により、コボットの機能・技
術などに関する特許、コボットに関する商標、著作権、営業秘密、ノ

ウハウ、その他のいかなる知的財産権に基づく権利も、明示・黙示を

問わず、その実施を許諾されていません。 

8．クライアントはコボットの技術の権利性を争わないものとし、コ
ボットのシステム改変等は一切行わないものとします。 
 
第 8条（メンテナンスによる本サービスの一時中止） 
1．ディップは、本サービスの運営を良好に保つため、クライアント
への事前の通知なく、定期または臨時メンテナンス等により、本サー

ビスの提供を一時中止することがあり、クライアントは予めそれを

承諾します。 
2．前項により、クライアントに損害が発生した場合でも、ディップ
は、自らの責に帰すべき事由による場合を除きクライアントに対し

て何らの責任も負わず、クライアントは、予めそれを承諾します。 
 
第 9条（本サービスの変更、中断） 
ディップは次のいずれかに該当すると判断した場合は、クライアン

トへの事前の通知をすることなく、本サービスの提供を変更、中断す

ることができるものとします。 
（1）天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそ
れがあり、本サービスの提供ができなくなった場合 
（2）緊急保守等本サービスにおけるシステムの運営上やむを得ない
事由が生じた場合 
（3）その他運用上、技術上ディップが必要と判断した場合 
 
第 10条（本サービスの終了） 
1．ディップは、３０日間の予告期間をもってクライアントに通知の
うえ、本サービスの提供を終了することができます。 
2．前項により、クライアントに損害が発生した場合でも、ディップ
はクライアントに対して何らの責任も負いません。 
 
第 11条（保証） 
ディップは、クライアントに対し、本サービスの提供に関し、明示ま

たは黙示の有無にかかわらず、特定の目的への適合性、有用性（有益

性）、セキュリティについて一切保証しておりません。 
 
第 12条（禁止事項） 
クライアントは、本サービスの利用にあたり以下の行為を行っては

ならないものとします。 
（1）本サービスの目的外の利用行為 
（2）ディップが定める本サービスの利用・運用ルールに反する行為 
（3）本サービスの運営の妨げとなる一切の行為 
（4）本利用規約第 7条第 7項および 8項に該当する行為 
（5）公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、あるい
はそれを幇助する行為 
（6）法令に反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行
為、あるいはそれを幇助する行為 
（7）事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為 
（8）その他、ディップが不適切と判断する一切の行為 
  
第 13条（利用停止） 
ディップは、クライアントが本利用規約に違反したと判断した場合、

何らの催告をせず、当該クライアントによる本サービスの利用を停

止することができます。 
 
第 14条（情報の削除） 
1．ディップは、第 12 条に規定された行為とみなされる情報が登録
される等、登録情報を削除する必要がある場合、クライアントに通知

することなく、当該情報を削除することができます。 
2．ディップは、契約期間中および契約が終了した場合でも、コボッ
トのシステムに蓄積されたプログラム、データおよび統計情報等コ

ボットの利用に関する全てのデータはクライアントにお渡ししませ

ん。また、契約が終了し５年間経過後、当該プログラム、データ、お

よび統計情報等コボットの利用に関する全てのデータを削除します。 
 
第 15条（商号等の使用） 
1．クライアントはディップに対し、本件目的を遂行する際にクライ
アントの名称、商標またはロゴ等を使用することを認めます。 
2．クライアントはディップに対し、ディップが運営するWEBサイ
ト上で本サービスのご利用企業として第三者にクライアントの名称、

商標またはロゴを使用および開示することを認めます。 
 
第 16条（再委託） 
1．クライアントは、ディップが受託した業務を第三者に再委託する
場合があることについて承諾するものとします。 
2．前項の場合、ディップは再委託先に対し本利用規約を遵守させる
とともに、当該再委託先の行為に関し再委託先と連帯してまたは単

独で責任を負うものとします。ただし、ディップに帰責事由がない場

合は除きます。 
 
第 17条（機密保持） 
1．本利用規約における「機密情報」とは、クライアントまたはディ
ップが相手方に開示または提供し、かつ開示または提供の際に秘密

である旨を明示した経営上、技術上、営業上または顧客に関する情

報、本利用規約の存在および内容その他一切の情報（文書、図面、電

子メール、電磁的記録媒体、口頭等の開示方法は問わない）をいいま

す。クライアントおよびディップは、機密情報を当該情報の権利者の

同意がある場合または法令等による手続きによる場合を除き、第三

者に開示、提供、漏洩することはできないものとします。 
2．前項の相手方の営業上、技術上の情報であっても、次の各号のい
ずれかに該当するものは前項に基づく取扱いを要しないものとしま

す。 
（1）公知の情報または相手方から開示を受けた後、自己の責によら
ずに公知となった情報 
（2）相手方から開示を受けた時点で、既に自己が保有していた情報 
（3）相手方の技術上、営業上の情報に関係なく自己が独自に開発し
た情報 
（4）第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報 
3．クライアントおよびディップは、本利用規約が期間満了、解約そ
の他の事由により終了したときまたは相手方から要求があったとき

は、相手方から交付された秘密情報を含む資料、フロッピーディスク

等の媒体（写を作成した場合は写を含みます。）を相手方の選択によ

り廃棄または返却するものとします。 
4．前３項の規定は契約終了後も有効に存続します。 
 
第 18条（個人情報の取扱い） 
1．クライアントは、本サービスの利用に伴い、個人情報の管理をデ
ィップに委託することおよび第三者に再委託することについて、本

人から同意を得る必要があります。  
2．ディップは、前項の委託を受け、本サービスを通じて取得する個
人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含みます。）をいい、

クライアントがコボットに格納した情報を含みます。以下同様とし

ます。）を、本利用規約に記載する【個人情報の取扱いについて】に

従い適切に取り扱うものとします。  
3．ディップは、前項の提供を受け、コボットを通じて取得する個人
情報を、本サービスの提供の範囲内にのみ利用します。 
4．クライアントおよびディップは、個人情報の適正な安全管理を講
じるものとし、社内に個人情報保護責任者を任命し、個人情報保護体

制を整備し、社員に対する安全対策を実施する義務があります。 
5．クライアントおよびディップは、本サービスの利用に伴い個人情
報の不正アクセス・喪失・改ざんおよび漏洩が発生した場合、共同し

て誠実に対応するものとします。また、速やかに対応するために、ク

ライアントは、ディップがクライアントの事前承諾を得ることなく

本人に直接連絡することについて、予め承諾するものとします。 
6．ディップは、本サービスの利用または再委託先の管理下で発生し
た個人情報の不正アクセス・喪失・改ざんおよび漏洩について、ディ

ップに明らかな帰責事由がある場合に限り、責任を負うものとしま

す。 
 
第 19条（反社会的勢力に関する表明保証） 
クライアントおよびディップは、相手方に対し、自己が暴力団、暴力

団関係企業・団体その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といい

ます。）ではないこと、反社会的勢力の支配・関与・影響を受けてい

ないこと、および、クライアントおよびディップが知る限り各々の自

己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員またはその関係

者ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを

保証します。 
 
第 20条（解除） 
1．クライアントが以下のいずれかの項目に該当する場合ディップは
何等の催告することなく、本利用規約を解除することができるもの

とします。 
（1）監督官庁による営業の取消もしくは停止等の処分その他関連法
規に基づく行政上の処分を受けたとき 
（2）破産、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の
申立てまたはその他財務状況の悪化またはそのおそれがあると認め

られる相当な事由があったとき 
（3）その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分
または競売の申立てを受けたとき 
（4）公租公課を滞納したとき 
（5）利用料金等その他の支払を怠っている場合または過去に支払い
を怠ったことがある場合 
（6）自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由
が発生したとき 
（7）名誉、信用を失墜させたとき、またはそのおそれがあるとき 
（8）第 19条その他本利用規約に違反したとき 
（9）その他合理的な根拠によりディップがクライアントによるサー
ビスの利用継続を不適当と判断した場合 
2．前項の理由により契約が解除された場合は、当該時点で発生して
いるディップに対する一切の債務の全額について期限の利益を喪失

し、直ちに一括して弁済するものとします。 
3．ディップは、第１項により本利用規約を解除した場合、相手方に
損害が生じても何ら責任を負わないものとします。 
 
第 21条（解約） 
クライアントは、ディップに対して、解約希望日の３０日前までにデ

ィップ所定の書面にて事前通知することにより、本サービスを解約

することができます。ただし、その場合、違約金として利用期間満了

までの利用料金をお支払いただきます。 
 
第 22条（本利用規約終了時の措置） 
1．本利用契約が終了した場合、ディップは、クライアントに付与し
ていたＩＤ等を無効にします。 
2．クライアントは、自己の責任で必要なデータのバックアップを確
保するものとし、ディップは、前項によるクライアントのデータを削

除したことによるデータ消失の責任は負わないものとします。 
3．クライアントがコボットの利用に伴い取得したコボットに関する
マニュアルおよびそれらの複製物については、本利用契約の終了後、

直ちにディップに返却するか、ディップの承認の下に破棄するもの

とします。 
 
第 23条（免責） 
1．停電・通信回線の事故、天災等の不可抗力、通常講ずるべきウイ
ルス対策では防止できないウイルス被害、通信事業者の不履行、イン

ターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急

メンテナンスの発生などディップの責に帰すべき事由以外の原因に

より本利用規約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった

場合、ディップはその責を問われないものとし、当該履行について

は、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものと

します。 
2．本サービスの提供中にリンク先のサイトに不具合が発生した場合
や、クライアントが利用するサイトまたはパッケージソフトの不具

合で本サービスが提供できない場合およびクライアントによる本利

用規約第 12 条（2）に該当する行為により本サービスが提供できな
い場合は、ディップは債務不履行の責を負わず、当該期間中の料金も

発生するものとします。 
3．ディップは、前二項の障害を知り得た場合は、クライアントへ事
前に通知した上で、当該障害の調査および復旧対応にあたります。た

だし、緊急にてやむを得ない場合は、クライアントへの通知が対応後

となる場合があり、クライアントは予めそれを承諾します。また、デ

ィップは、当該復旧対応について、当該障害の解決を保証するもので

はなく、また解決時間についても何ら保証するものではありません。 
4．本サービスの提供、一時中止、変更、中断もしくは終了、本サー
ビスを通じて登録、提供される情報の流失もしくは消失等、またはそ

の他本サービスに関連してクライアントに損害が発生した場合、デ

ィップに明らかな帰責事由がない限り、ディップは責任を負わない

ものとします。 
 
 
 



第 24条（損害賠償） 
1．ディップが、第 23 条の免責事由に該当せず、故意または重過失
により、クライアントに対し損害を与えた場合は、クライアントが本

サービスを無料で利用している場合を除き、当該損害発生事由にか

かる申込内容のうち既にディップに支払われた金額を上限とし、そ

の損害の賠償の義務を負うものとします。 
2．前項の規定にかかわらず、本サービスを無料で利用しているクラ
イアントに対しては、ディップがクライアントに損害を与えた場合

であっても、ディップは一切その責任を負いません。 
3．クライアントは、本利用規約に違反することによって、第三者と
の間でトラブルが発生した場合、クライアント自身で解決するもの

とし、ディップに損害を与えることのないものとします。 
 
第 25条（利用規約の変更） 
ディップは、本利用規約を事前の予告なく変更、追加または削除する

ことがあります。この場合において、ディップは１カ月以上の予告期

間をおいてコボット上で変更後の利用規約を掲示するものとします。

クライアントが当該変更後にコボットを利用した場合、変更後の利

用規約に同意したものとみなします。 
 
第 26条（協議および管轄裁判所） 
1．コボットに関連してクライアントとディップとの間で問題が生じ
た場合には、互いに誠意をもって協議するものとします。 
2．クライアントとディップの間で協議によっても解決しない場合、
東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。 
 
第 27条（準拠法） 
本利用規約および本サービスに関しては、日本法を適用いたします。 
 
 
【個人情報の取扱いについて】 
ディップ株式会社は、本サービスにおいて取得する個人情報を以下

のとおり取扱います。 
a)個人情報を取得する事業者 
 ディップ株式会社 
 
b)個人情報保護管理者の職名、所属および連絡先 
 ディップ株式会社 経営管理本部 総務統括部長 
https://www.dip-net.co.jp/contact/privacy 
 
c)個人情報の利用目的 
 取得した個人情報は、以下の目的で利用いたします。 
(1)本サービスの提供 
 
d)第三者への提供 
 第三者への提供はいたしません。 
 
e)個人情報の取扱いの委託 
 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。

この際は、個人情報の取扱に関する契約を締結し、委託先に対する必

要かつ適切な監督を行います。 
 
f)本人からの開示要求など 
 本人から(1)利用目的の通知、(2)開示、(3)訂正、追加または削除、
(4)利用の停止、消去または第三者への提供の停止などの要求がある
場合、以下のお問合せ先からお問合せください。 
https://www.dip-net.co.jp/contact/privacy 
 
g)任意性 
 本申込内容への入力内容はすべて必須項目となっております。必

須項目をご入力いただかなかった場合、ディップからのサービスを

提供できません。 
 
h)容易に認識できない個人情報の取得方法 
 本サービスを利用いただく際にCookie情報を取得します。 
 
i)統計データ 
 ディップ株式会社は、個人を特定できないように加工した利用状

況や統計データを作成し、当該情報について何ら制約なく利用する

ことができることとします。なお、この場合の著作権はディップ株式

会社に帰属します。 
 
 
2019年 10月 18日制定 
2019年 12月 6日改訂 
2020年 3月 2日改訂 
 

  



面接コボットサービス利用規約 ディップ株式会社 
 
クライアントは、本利用規約が適用されることを前提としてディッ

プ株式会社（以下「ディップ」といいます。）が提供する面接コボッ

トサービス（以下「本サービス」といいます。）その他これに付随す

る一切のサービスを利用するものとします。なお、本利用規約記載の

以下の条項に同意いただけない場合は、クライアントは本サービス

を利用することはできません。 
 
第 1条（目的） 
本利用規約は、ディップが提供する本サービスを通じて企業におけ

る採用活動の効率化を支援することを目的とします。 
 
第 2条（用語の定義） 
1．「本サービス」とは、ディップがクライアントに代わりユーザーの
面接希望日ヒアリングを行うサービス、応募受付代行サービスおよ

びそれに関連するサービスの総称をいいます。 
2．「クライアント」とは、本利用規約を承諾の上、ディップが指定す
る手続きに従って申込みを行い、かつディップが本サービスの利用

を承認した法人、個人およびその他の団体をいいます。 
 
第 3条（申込み・契約の成立） 
1．クライアントは、本利用規約に同意した上で、ディップが指定す
る手続きに従って申し込みます。なお、サービスにより別途書面が必

要な場合、ディップが指定する書面も提出するものとします。 
2．ディップがクライアントによる申し込みに対し、確認及び審査の
上、申込みを承諾することにより、ディップ及びクライアントとの間

で本サービスの利用契約が成立します。 
3．ディップは、本サービスの利用開始にＩＤおよびパスワードが必
要となる場合には、クライアントに対しＩＤを発行します。その後、

クライアントは、自らパスワードを設定するものとします。 
 
第 4条（IDおよびパスワードの管理） 
1．クライアントは自己のＩＤおよびパスワードの管理・使用は、デ
ィップの責に帰する事由による場合を除き、全てクライアントが責

任を負うものとします。 
2．クライアントはＩＤおよびパスワードを第三者に譲渡、売買、貸
与等の行為はできないものとします。 
3．クライアントはＩＤおよびパスワードを失念した場合、または盗
難されたおそれのある場合には速やかにディップにその旨を連絡す

る義務を負います。 
4．ＩＤまたはパスワードの第三者の使用により当該クライアントが
損害を被った場合、ディップの責に帰する事由による場合を除き、デ

ィップは一切責任を負いません。 
 
第 5条（申込及び利用期間） 
1．本サービスの申込期間は、2020年6月30日までとします。 
2．本サービスの利用期間は、2020年8月31日までのうち、申込内
容記載の本サービス利用開始日から終了日までとします。 
 
第 6条（利用料金） 
1．クライアントは本サービスの利用にあたって、ディップの定める
料金（以下「利用料金」といいます。）を申込内容に従ってディップ

指定の銀行口座に振込にて支払うものとします。 
2．クライアントは本サービスの利用にあたり不適合が生じたとして
もディップに対し利用料金の減額、返金の申し入れすることはでき

ないものとします。ただし、当該不適合がクライアントの指示に基づ

かず、またディップが本利用規約に規定する各免責条項に該当しな

い場合に当該不適合が生じた場合には、双方協議により利用料金の

一部を減額する場合があります。 
3．クライアントが支払期日までに利用料金を支払わなかった場合、
ディップはクライアントに対し、支払期日の翌日から支払済みまで、

支払期日までに支払わなかった利用料金およびその利用料金に係る

年 14.6 パーセントの割合の遅延損害金を請求することができます。

ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。 
 
第 7条（クライアントの責務） 
1．クライアントはディップの求めに応じて、本サービスの適切な運
営、提供に必要な範囲においてクライアント自らの属性等、クライア

ントに関する情報をディップに提供しなければならないものとしま

す。 
2．クライアントはディップへの届出内容に変更があった場合には、
速やかにディップに連絡する義務を負います。届出がなかったこと

でクライアントが不利益を被ったとしても、ディップは一切その責

任を負いません。 
3．クライアントは、自らに登録した情報、その内容について一切の
責任を負うものとします。 
4. 前項の登録情報は、本サービスの提供するサービス内容の範囲内
で、クライアント自らがいつでも変更、追加、削除できるものとし、

常にクライアントが責任をもって利用目的に沿い、正確、完全、最新

に保つものとします 
5．クライアントは、クライアントによる本利用規約の履行が第三者
のいかなる権利も侵害しないということを保証します。  
6．本サービスの機能・技術などに関する特許、本サービスに関する
商標、著作権、営業秘密、ノウハウ、その他のいかなる知的財産権に

基づく権利は、ディップに帰属します。 
7．クライアントは、本サービスの利用により、本サービスの機能・
技術などに関する特許、本サービスに関する商標、著作権、営業秘密、

ノウハウ、その他のいかなる知的財産権に基づく権利も、明示・黙示

を問わず、その実施を許諾されていません。 
8．クライアントは本サービスの技術の権利性を争わないものとし、
本サービスのシステム改変等は一切行わないものとします。 
 
第 8条（メンテナンスによる本サービスの一時中止） 
1．ディップは、本サービスの運営を良好に保つため、クライアント
への事前の通知なく、定期または臨時メンテナンス等により、本サー

ビスの提供を一時中止することがあり、クライアントは予めそれを

承諾します。 
2．前項により、クライアントに損害が発生した場合でも、ディップ
は、自らの責に帰すべき事由による場合を除きクライアントに対し

て何らの責任も負わず、クライアントは、予めそれを承諾します。 
 
第 9条（本サービスの変更、中断） 
ディップは次のいずれかに該当すると判断した場合は、クライアン

トへの事前の通知をすることなく、本サービスの提供を変更、中断す

ることができるものとします。 
（1）天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそ
れがあり、本サービスの提供ができなくなった場合 
（2）緊急保守等本サービスにおけるシステムの運営上やむを得ない
事由が生じた場合 
（3）その他運用上、技術上ディップが必要と判断した場合 
 
第 10条（本サービスの終了） 
1．ディップは、３０日間の予告期間をもってクライアントに通知の
うえ、本サービスの提供を終了することができます。 
2．前項により、クライアントに損害が発生した場合でも、ディップ
はクライアントに対して何らの責任も負いません。 
 
第 11条（保証） 
1．ディップは、クライアントに対し、本サービスの提供に関し、明
示または黙示の有無にかかわらず、特定の目的への適合性、有用性

（有益性）、セキュリティについて一切保証しておりません。 
2．ディップは、本サービスが全ての端末に対応していることを保証
するものではなく、また、仮に本サービスの利用開始時に対応してい

た場合でも、本サービスの利用に供する端末の OS のバージョンア
ップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があること

につき、クライアントはあらかじめ了承するものとします。 
3．ディップは、前項にかかる不具合が生じた場合にディップが行う
プログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証する

ものではありません。 
 
第 12条（禁止事項） 
クライアントは、本サービスの利用にあたり以下の行為を行っては

ならないものとします。 
（1）本サービスの目的外の利用行為 
（2）ディップが定める本サービスの利用・運用ルールに反する行為 
（3）本サービスの運営の妨げとなる一切の行為 
（4）本利用規約第 7条第 7項および 8項に該当する行為 
（5）公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、あるい
はそれを幇助する行為 
（6）法令に反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行
為、あるいはそれを幇助する行為 
（7）事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為 
（8）その他、ディップが不適切と判断する一切の行為 
  
第 13条（利用停止） 
ディップは、クライアントが本利用規約に違反したと判断した場合、

何らの催告をせず、当該クライアントによる本サービスの利用を停

止することができます。 
 
第 14条（情報の削除） 
1．ディップは、第 12 条に規定された行為とみなされる情報が登録
される等、登録情報を削除する必要がある場合、クライアントに通知

することなく、当該情報を削除することができます。 
2．ディップは、契約期間中および契約が終了した場合でも、本サー
ビスのシステムに蓄積されたプログラム、データおよび統計情報等

本サービスの利用に関する全てのデータはクライアントにお渡しし

ません。また、契約が終了し５年間経過後、当該プログラム、データ、

および統計情報等本サービスの利用に関する全てのデータを削除し

ます。 
 
第 15条（商号等の使用） 
1．クライアントはディップに対し、本件目的を遂行する際にクライ
アントの名称、商標またはロゴ等を使用することを認めます。 
2．クライアントはディップに対し、ディップが運営するWEBサイ
ト上で本サービスのご利用企業として第三者にクライアントの名称、

商標またはロゴを使用および開示することを認めます。 
 
第 16条（再委託） 
1．クライアントは、ディップが受託した業務を第三者に再委託する
場合があることについて承諾するものとします。 
2．前項の場合、ディップは再委託先に対し本利用規約を遵守させる
とともに、当該再委託先の行為に関し再委託先と連帯してまたは単

独で責任を負うものとします。ただし、ディップに帰責事由がない場

合は除きます。 
 
第 17条（機密保持） 
1．本利用規約における「機密情報」とは、クライアントまたはディ
ップが相手方に開示または提供し、かつ開示または提供の際に秘密

である旨を明示した経営上、技術上、営業上または顧客に関する情

報、本利用規約の存在および内容その他一切の情報（文書、図面、電

子メール、電磁的記録媒体、口頭等の開示方法は問わない）をいいま

す。クライアントおよびディップは、機密情報を当該情報の権利者の

同意がある場合または法令等による手続きによる場合を除き、第三

者に開示、提供、漏洩することはできないものとします。 
2．前項の相手方の営業上、技術上の情報であっても、次の各号のい
ずれかに該当するものは前項に基づく取扱いを要しないものとしま

す。 
（1）公知の情報または相手方から開示を受けた後、自己の責によら
ずに公知となった情報 
（2）相手方から開示を受けた時点で、既に自己が保有していた情報 
（3）相手方の技術上、営業上の情報に関係なく自己が独自に開発し
た情報 
（4）第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報 
3．クライアントおよびディップは、本利用規約が期間満了、解約そ
の他の事由により終了したときまたは相手方から要求があったとき

は、相手方から交付された秘密情報を含む資料、フロッピーディスク

等の媒体（写を作成した場合は写を含みます。）を相手方の選択によ

り廃棄または返却するものとします。 
4．前３項の規定は契約終了後も有効に存続します。 
 
第 18条（個人情報の取扱い） 
1．クライアントは、本サービスの利用に伴い、個人情報の管理をデ
ィップに委託することおよび第三者に再委託することについて、本

人から同意を得る必要があります。  
2．ディップは、前項の委託を受け、本サービスを通じて取得する個
人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含みます。）をいい、

クライアントが本サービスのシステムに登録した情報を含みます。

以下同様とします。）を、本利用規約に記載する【個人情報の取扱い

について】に従い適切に取り扱うものとします。  
3．ディップは、前項の提供を受け、本サービスを通じて取得する個
人情報を、本サービスの提供の範囲内にのみ利用します。 
4．クライアントおよびディップは、個人情報の適正な安全管理を講
じるものとし、社内に個人情報保護責任者を任命し、個人情報保護体

制を整備し、社員に対する安全対策を実施する義務があります。 
5．クライアントおよびディップは、本サービスの利用に伴い個人情
報の不正アクセス・喪失・改ざんおよび漏洩が発生した場合、共同し

て誠実に対応するものとします。また、速やかに対応するために、ク

ライアントは、ディップがクライアントの事前承諾を得ることなく

本人に直接連絡することについて、予め承諾するものとします。 
6．ディップは、本サービスの利用または再委託先の管理下で発生し
た個人情報の不正アクセス・喪失・改ざんおよび漏洩について、ディ

ップに明らかな帰責事由がある場合に限り、責任を負うものとしま

す。 
 
第 19条（反社会的勢力に関する表明保証） 
クライアントおよびディップは、相手方に対し、自己が暴力団、暴力

団関係企業・団体その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といい

ます。）ではないこと、反社会的勢力の支配・関与・影響を受けてい

ないこと、および、クライアントおよびディップが知る限り各々の自

己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員またはその関係

者ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを

保証します。 
 
第 20条（解除） 
1．クライアントが以下のいずれかの項目に該当する場合ディップは
何等の催告することなく、本利用規約を解除することができるもの

とします。 
（1）監督官庁による営業の取消もしくは停止等の処分その他関連法
規に基づく行政上の処分を受けたとき 
（2）破産、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の
申立てまたはその他財務状況の悪化またはそのおそれがあると認め

られる相当な事由があったとき 
（3）その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分
または競売の申立てを受けたとき 
（4）公租公課を滞納したとき 
（5）利用料金等その他の支払を怠っている場合または過去に支払い
を怠ったことがある場合 
（6）自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由
が発生したとき 
（7）名誉、信用を失墜させたとき、またはそのおそれがあるとき 
（8）第 19条その他本利用規約に違反したとき 
（9）その他合理的な根拠によりディップがクライアントによるサー
ビスの利用継続を不適当と判断した場合 
2．前項の理由により契約が解除された場合は、当該時点で発生して
いるディップに対する一切の債務の全額について期限の利益を喪失

し、直ちに一括して弁済するものとします。 
3．ディップは、第１項により本利用規約を解除した場合、相手方に
損害が生じても何ら責任を負わないものとします。 
 
第 21条（本利用規約終了時の措置） 
1．本利用契約が終了した場合、ディップは、クライアントに付与し
ていたＩＤ等を無効にします。 
2．クライアントは、自己の責任で必要なデータのバックアップを確
保するものとし、ディップは、前項によるクライアントのデータを削

除したことによるデータ消失の責任は負わないものとします。 
3．クライアントが本サービスの利用に伴い取得した本サービスに関
するマニュアルおよびそれらの複製物については、本利用契約の終

了後、直ちにディップに返却するか、ディップの承認の下に破棄する

ものとします。 
 
第 22条（免責） 
1．停電・通信回線の事故、天災等の不可抗力、通常講ずるべきウイ
ルス対策では防止できないウイルス被害、通信事業者の不履行、イン

ターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急

メンテナンスの発生などディップの責に帰すべき事由以外の原因に

より本利用規約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった

場合、ディップはその責を問われないものとし、当該履行について

は、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものと

します。 
2．本サービスの提供中にリンク先のサイトに不具合が発生した場合
や、クライアントが利用するサイトまたはパッケージソフトの不具

合で本サービスが提供できない場合およびクライアントによる本利

用規約第 12 条（2）に該当する行為により本サービスが提供できな
い場合は、ディップは債務不履行の責を負わず、当該期間中の料金も

発生するものとします。 
3．ディップは、前二項の障害を知り得た場合は、クライアントへ事
前に通知した上で、当該障害の調査および復旧対応にあたります。た

だし、緊急にてやむを得ない場合は、クライアントへの通知が対応後

となる場合があり、クライアントは予めそれを承諾します。また、デ

ィップは、当該復旧対応について、当該障害の解決を保証するもので

はなく、また解決時間についても何ら保証するものではありません。 
4．本サービスの提供、一時中止、変更、中断もしくは終了、本サー
ビスを通じて登録、提供される情報の流失もしくは消失等、またはそ

の他本サービスに関連してクライアントに損害が発生した場合、デ

ィップに明らかな帰責事由がない限り、ディップは責任を負わない

ものとします。 
 
第 23条（損害賠償） 
1．ディップが、第 22 条の免責事由に該当せず、故意または重過失
により、クライアントに対し損害を与えた場合は、クライアントが本

サービスを無料で利用している場合を除き、当該損害発生事由にか

かる申込内容のうち既にディップに支払われた金額を上限とし、そ

の損害の賠償の義務を負うものとします。 
2．前項の規定にかかわらず、本サービスを無料で利用しているクラ
イアントに対しては、ディップがクライアントに損害を与えた場合

であっても、ディップは一切その責任を負いません。 
3．クライアントは、本利用規約に違反することによって、第三者と
の間でトラブルが発生した場合、クライアント自身で解決するもの

とし、ディップに損害を与えることのないものとします。 
 



第 24条（利用規約の変更） 
ディップは、本利用規約を事前の予告なく変更、追加または削除する

ことがあります。この場合において、ディップは１カ月以上の予告期

間をおいて本サービス上で変更後の利用規約を掲示するものとしま

す。クライアントが当該変更後に本サービスを利用した場合、変更後

の利用規約に同意したものとみなします。 
 
第 25条（協議および管轄裁判所） 
1．本サービスに関連してクライアントとディップとの間で問題が生
じた場合には、互いに誠意をもって協議するものとします。 
2．クライアントとディップの間で協議によっても解決しない場合、
東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。 
 
第 26条（準拠法） 
本利用規約および本サービスに関しては、日本法を適用いたします。 
 
 
【個人情報の取扱いについて】 
ディップ株式会社は、本サービスにおいて取得する個人情報を以下

のとおり取扱います。 
a)個人情報を取得する事業者 
 ディップ株式会社 
 
b)個人情報保護管理者の職名、所属および連絡先 
 ディップ株式会社 経営管理本部 総務統括部長 
https://www.dip-net.co.jp/contact/privacy 
 
c)個人情報の利用目的 
 取得した個人情報は、以下の目的で利用いたします。 
(1)本サービスの提供 
 
d)第三者への提供 
 第三者への提供はいたしません。 
 
e)個人情報の取扱いの委託 
 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。

この際は、個人情報の取扱に関する契約を締結し、委託先に対する必

要かつ適切な監督を行います。 
 
f)本人からの開示要求など 
 本人から(1)利用目的の通知、(2)開示、(3)訂正、追加または削除、
(4)利用の停止、消去または第三者への提供の停止などの要求がある
場合、以下のお問合せ先からお問合せください。 
https://www.dip-net.co.jp/contact/privacy 
 
g)任意性 
 本申込内容への入力内容はすべて必須項目となっております。必

須項目をご入力いただかなかった場合、ディップからのサービスを

提供できません。 
 
h)容易に認識できない個人情報の取得方法 
 本サービスを利用いただく際にCookie情報を取得します。 
 
i)統計データ 
 ディップ株式会社は、個人を特定できないように加工した利用状

況や統計データを作成し、当該情報について何ら制約なく利用する

ことができることとします。なお、この場合の著作権はディップ株式

会社に帰属します。 
 
 
2020年 3月 16日制定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



レンタル約款 ディップ株式会社 
 
第 1条（総則） 
1．本レンタル約款は、オリックス・レンテック株式会社（以下「賃
貸人」という）とお客様（以下「賃借人」という）との間の動産（以

下「レンタル物件」という）の賃貸借契約（以下「レンタル契約」と

いう）に適用されます。なお、販売代理店による転貸借の場合には、

「賃貸人」を「賃貸人または転貸人」、「賃借人」を「賃借人または転

借人」に読み替えるものとします。 
2．レンタル物件、レンタル期間、レンタル料、解約レンタル料、保
守その他特約など個別のレンタル契約の条件については、賃貸人所

定の手続きに基づき別途定める方法によるものとします。 
 
第 2条（レンタル起算日・レンタル期間） 
賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算し、別

途定める期間をレンタル期間とします。 
 
第 3条（レンタル契約の延長） 
1．レンタル期間の満了日より 1ヵ月以上前に、賃借人からレンタル
期間の延長の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本

レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はレンタル契約と同一条件

（ただし､レンタル期間､レンタル料は除く）で引続きレンタルし、以

後繰り返し延長するときも同様とします。 
2．賃貸人は、前項により賃借人の延長の申し出があった場合でも、
レンタル物件の修理または取替えに､過大な費用または時間を要す

るおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことができ

るものとします｡ 
3．延長期間中のレンタル料については、賃貸人の所定の金額による
ものとします 
 
第 4条（レンタル料金等） 
1．賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載の
レンタル料金およびその他の諸費用（以下総称して、「レンタル料金

等」という）を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口

座に振り込む方法（口座振替サービス利用による振り込みを含む）に

より支払うものとします。 
2．レンタル料金等は、賃貸人の提示する見積書または第 1項に定め
る請求書に記載されるものとします。 
3．賃貸人は賃借人と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の変動
等により、レンタル料金を変更できるものとします。 
 
第 5条（レンタル物件の引渡し） 
1．賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国
内の設置場所において引き渡します。 

2．レンタル物件の引渡しの方法は賃貸人が決定し、賃借人はこの決
定にしたがうとともに、その費用を負担します。 
3．賃貸人が求めた場合、賃借人は賃貸人よりレンタル物件の引渡し
を受けた後、当事者間で定めた期間内（以下「検収期間」という）に

これを検査し、レンタル物件の品質、種類及び数量（規格、仕様、性

能その他物件につき賃借人が必要とする一切の事項を含む。以下こ

れらを総称して「レンタル物件の品質等」という）がこの契約の内容

に適合していること並びに瑕疵のないことを確認のうえ、その日を

もって賃貸人所定の書面（以下「物件受領書」という）を賃貸人に交

付します。なお、賃借人が正当な理由なく検収期間内に検収を完了し

ないときは、検収期間の満了により検収を完了したものとみなし、検

収期間の満了日に物件受領書を交付したものとみなします。 
4．前項の場合、レンタル物件の品質等に不適合、不完全その他の瑕
疵があったときは、賃借人は、検収期間内にこれを賃貸人に書面で通

知し、賃貸人との間でこれを解決した後、物件受領書を賃貸人に交付

します。 
5．前２項の場合、検収の完了日に賃貸人が賃借人にレンタル物件を
引渡したものとします。 
 
第 6条（契約内容不適合等） 
1．賃貸人は賃借人に対し、引渡し時または物件受領書交付時におい
てレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レン

タル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他レンタ

ル物件の品質等については担保しません。 
2．賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後２日以内にレンタル物
件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないこと及び瑕疵が

あることにつき賃貸人に対して通知をしなかった場合、または賃借

人が賃貸人に対し物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品 
質等はレンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態で賃借人

に引渡されたものとみなし、賃借人は、賃貸人に対し、後に定める保

守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件（以

下「代替物件」という）の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引

渡し、レンタル料等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル

契約の解除をすることができないものとします。 
 
第 7条（レンタル物件の保守） 
1．賃貸人は、賃借人に対し、レンタル物件について第４条第２項記
載の見積書記載の保守サービス（以下「保守サービス」という）を提

供します。ただし、別途定める保守約款が適用されます。 
2．賃借人は、賃貸人に対し、保守サービスを除き、修理及び代替物
件の引渡しを請求することができません。 
 
第 8条（レンタル物件の使用保管） 
1．賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保
管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保

管、校正に要する諸費用は賃借人の負担とします。 
2．賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為
をすることができません。 
（1）レンタル物件を第５条所定の設置場所以外に移動すること。た
だし、ノート型パーソナルコンピュータ、タブレット、モバイル端末

等、携行して使用するレンタル物件は除きます。 
（2）レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは
修理すること。 
（3）レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調
整済の標識等を除去し、または汚損すること。 
（4）レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の
所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。 
3．賃借人がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、
レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与え

た損害については、賃借人がこれを賠償します。 
4．賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・

事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が

生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態

を解消させます。 
 
第 9条（レンタル物件の滅失・毀損） 
1．賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失（修理
不能、所有権の侵害を含む、以下同じ）した場合は、レンタル契約は

当然に終了するものとします。 
2．賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損（所有
権の制限を含む、以下同じ）した場合は、賃貸人は、賃借人に対し、

保守サービスを提供します。但し、保守サービスにより修理及び代替

物件の引渡しがされない場合、賃貸人及び賃借人はレンタル契約 
の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づきレ

ンタル契約が解除されない限り、賃借人は賃貸人に対しレンタル契

約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。 
3．賃借人の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀
損した場合は、賃貸人は催告をすることなく通知のみによりレンタ

ル契約を解除できるものとします。賃貸人がレンタル契約を解除し

た場合、賃借人は賃貸人に対して、第 14 条に基づき支払うべき金 
員のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当

額を損害賠償として支払います。また、賃貸人がレンタル契約を解除

しない場合でも、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代価また

はレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとしま

す。なお、本項に基づきレンタル契約が解除されない限り、賃借人は

賃貸人に対しレンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免

れないものとします。 
 
第 10条（レンタル物件の輸出） 
1．賃借人は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。 
2．賃借人がレンタル物件を輸出する場合、事前に賃貸人に通知のう
え、書面による賃貸人の承諾を得るものとします。これにより賃貸人

が承諾した場合､賃借人は、輸出者として日本および輸出関連諸国の

輸出関連法規等に従って､輸出を行います。 
3．賃借人が前項にしたがってレンタル物件を輸出する場合、第７条
第１項および第 12 条は適用されません。 
 
第 11条（ソフトウェアの複製等の禁止） 
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア

製品（以下「ソフトウェア」という）に関し、次の行為を行うことは

できません。 
（1） 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または
第三者のために再使用権を設定すること。 
（2） ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。 
（3） ソフトウェアを複製すること。 
（4） ソフトウェアを変更または改作すること。 
 
第 12条（保険） 
1．第 9条のレンタル物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険
によって担保されるレンタル物件については、賃借人は、保険金相当

額の限度でその負担を免除されるものとします。 
2．レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、
直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必

要な一切の書類を遅滞なく賃貸人に交付します。 
3．賃借人が第２項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物
件の滅失毀損について故意または重過失がある場合は、第 1 項の限
りではありません。 
  
第 13条（解約） 
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に

賃貸人に通知のうえレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還し

て、レンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル期間

が１ヶ月未満の場合、または、レンタル期間が１ヶ月以上でレンタル

期間開始後１ヶ月を経過していない場合は、レンタル契約を解約す

ることができません。 
 
第 14条（解約レンタル料） 
1．前条による解約、第 9条第１項による終了、同条第 2項または第
3項による解除、第 15条による解除、第 21条第 3項による解除そ
の他事由のいかんを問わずレンタル期間の中途でレンタル契約が終

了した場合のレンタル料は、レンタル開始日からレンタル終了日ま

での期間に応じたレンタル料率により算出された額とします。ただ

し、レンタル期間が１ヶ月未満の場合、レンタル料は変更されませ

ん。また、レンタル期間が１ヶ月以上でレンタル開始日から１ヶ月を

経過せず終了したときは、１ヶ月で終了した場合のレンタル料率を

適用します。 
2．前項により算出されたレンタル料とレンタル期間の中途で終了す
る時点のレンタル料に差額が生じる場合、賃借人はレンタル開始日

からレンタル終了日までの差額金を一括して賃貸人に支払います。

ただし、賃貸人がレンタル契約の各条項に違反したことにより、レン

タルの中途でレンタル契約が終了した場合はこの限りではありませ

ん。 
3．レンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合、賃借人は、
未払いのその他の諸費用があれば一括して賃貸人に支払います。ま

た、賃借人は、賃貸人に対し、支払済みのレンタル料金等の返還を請

求できず、発生済みのレンタル料金等の支払義務を免れないものと

します。 
 
第 15条（債務不履行など） 
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで

通知のみによりレンタル契約を解除することができます。この場合、

賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ち

に支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとし

ます。 
（1）レンタル料の支払を１回でも遅滞し、またはレンタル契約の各
条項に違反したとき。 
（2）支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告､もしくは電子債
権の支払不能通知があったとき。 
（3）保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、
特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあ

ったとき。 
（4）営業を休廃止し、または解散したとき。 
（5）営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客
観的な事実に基づき判断されるとき。 
 
 

第 16条（レンタル物件の返還） 
1．レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契
約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復

したうえで､直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に自己の

費用で返還します。 
2．レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そ
のデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件

にデータが残存する場合､残存するデータの漏洩等に起因して賃借

人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任は負いませ

ん。 
3．賃借人が第１項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対
し、レンタル契約の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、１

ヶ月当たりレンタル料金（レンタル期間の中途でレンタル契約が終

了した場合は第 14 条第１項により算出されたレンタル料）の月額
（レンタル期間が 1 ヶ月未満の場合、月額に換算したレンタル料金）
の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、１ヶ月に満た

ない日数は１ヶ月とみなします。 
 
第 17条（支払遅延損害金） 
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃

借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6％
の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。 
 
第 18条（消費税等の負担） 
賃借人はレンタル契約に基づき支払うべき金員については、税法所

定の消費税額、地方消費税額を付加して賃貸人に支払います。 
 
第 19条（損害賠償） 
賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合

も､賃貸人がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに

起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠

償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損

害（逸失利益や休業損害を含みます）は含まないものとし、また、第

2 条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限と
します。 
 
第 20条（裁判管轄） 
レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、

東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所

とすることに合意します。 
 
第 21条（反社会的勢力の排除） 
賃貸人および賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれ

にも該当しないことを表明し、保証します。 
（1）暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以

下これらを暴力団員等という） 
（2）暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与され
ていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある

者 
（3）自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的
等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者 
（4）暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると
認められる関係にある者 
（5）犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される
「犯罪による収益」にかかる犯罪（以下犯罪という）に該当する罪を

犯した者 
2．賃貸人および賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の
一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 
（1）暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為 
（2）脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽
計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業

務を妨害する行為 
（3）犯罪に該当する罪に該当する行為。 
（4）その他前各号に準ずる行為 
3．賃貸人または賃借人が前 2項に違反したときは、契約違反に該当
するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わずレンタル契約

を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損

害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません｡ 
 
第 22条（避難指示区域に関する特約） 
1．レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管は、日本国政府が
定める避難指示区域（以下避難指示区域という）を除く場所で行いま

す。 
2．前項にかかわらず、レンタル物件の引渡し、設置、使用および保
管が避難指示区域内の場所で行われた場合、賃借人は 第 16 条第１
項に基づくレンタル物件の返還を、賃貸人が指定する避難指示区域

外の場所（以下指定返還場所という）で行います。なお、賃借人は、

レンタル物件の指定返還場所までの移動については、賃借人の責任

と費用負担により行います。また、レンタル物件を取り替える場合も

同様とします。 
3．前項に基づきレンタル物件を返還する場合、賃借人は賃借人の責
任と費用負担により、表面放射線測定（β線）による放射線測定検査

を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、賃借

人の当該検査に係わる責任者をして確認させ、記名、捺印のうえ書面

にて賃貸人に通知するものとします。 
               記 
表面放射性測定検査を実施したレンタル物件名（型番および資産番

号等） 
検査日・検査場所・表面放射線測定値（β線）・検査担当者氏名 
検査に使用したサーベイメータ（型番） 
4．前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超
えたレンタル物件については、賃借人は当該レンタル物件を返還せ

ず、別途賃貸人の指定する金額を損害賠償として支払います。なお、

レンタル物件については、賃借人の責任と費用負担により適切に 
処分するものとします。 
               記 
表面放射線 β汚染線量 基準値：4Bｑ/cm2以下 
β汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則（昭和四十七年

九月三十日労働省令第四十一号）に準じるものとします。 
5．賃貸人が、返還されたレンタル物件の受入時に当該レンタル物件
の表面放射線測定検査を実施し、測定値が前項に定める基準値を超

えた場合、賃借人は第 15条に基づき賃貸人の指定する金額を損害賠



償として支払うものとし、なお、賃貸人に損害がある場合は、これを

賠償します。 
6．賃借人は、レンタル物件の表面放射線測定検査の測定値が第 4項
に定める基準値を超えたレンタル物件については、第 12条は当該レ
ンタル物件に適用されないことを確認します。 
 
第 23 条（付則） 
本レンタル約款は、2019 年 10月 1日以降に締結されるレンタル契
約について適用されます。なお、賃貸人は、必要に応じて本レンタル

約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の賃貸

人のホームページにて掲示し、改定前に締結されたレンタル契約に

も最新のレンタル約款の定めを適用するものとします。

（https://www.orixrentec.jp/） 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【個人情報に関する条項】 
第 1条 
個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用さ

れます。また、販売代理店による転貸借の場合には、「賃貸人」を「賃

貸人または転貸人」、「賃借人」を「賃借人または転借人」に読み替え

るものとします。 
 
［個人情報の利用目的］ 
 賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的（以下｢利用目的｣
という）で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものと

し、賃借人はこれに同意します｡ 
〔利用目的〕 
① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業
につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸人からの提案など当事者

との商談に当たり、適切な対応を行うため。 
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の
審査を行うため、ならびに賃借人の本人確認に当たり、適切な対応を

行うため。 
③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に
行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等に

より必要となる管理を適切に行うため。 
④ 賃貸人から、賃貸人およびオリックスグループ各社ならびにその
他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメー

ル、電子メール等により案内するため。 
⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる
賃借人の満足のためのマーケティング分析に利用するため。 
⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用につい
ては ORIX のホームページ（http：//www.orix.co.jp）にてプライバ
シーポリシーに従う。) 
 
第 2 条 賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる
場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開示および前条の当事

者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個

人の同意を得るものとします。 
 
第 3条 賃貸人が、賃貸人の責任により賃貸人の保守サービス等に関
する業務を賃貸人の指定する保守会社に再委託する場合、賃借人は、

賃借人または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開

示することを予め承認します。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
保守約款 ディップ株式会社 
 
第 1条（総則） 
1．本保守約款（以下「本約款」という）はオリックス・レンテック
株式会社（以下「賃貸人」という）とお客様（以下「賃借人」という）

との間のレンタル約款に基づく賃貸借契約（以下「レンタル契約」と

いう）の対象であるレンタル物件のうち、賃貸人が賃借人に保守サー

ビスを提供するレンタル物件（以下「保守対象物件」という）の保守

サービス契約（以下「本保守契約」という）について、適用されます。

ただし、用語の定義は、別段の定めがない限り、レンタル約款の例に

従うものとします。なお、販売代理店による転貸借の場合には、「賃

貸人」を「賃貸人または転貸人」、「賃借人」を「賃借人または転借人」

に読み替えるものとします。 
2．本保守契約が適用される保守対象物件、保守内容、保守料金その
他本保守契約の条件は、賃貸人が別途定める所定の方法により決定

されます。 
 
第 2条（契約の締結） 
本保守契約は、保守対象物件をレンタル物件とするレンタル契約と

一体として提供されることを前提として成立するものであること、

従って、レンタル契約のレンタル期間と本保守契約に基づく保守サ

ービスの提供期間は同一であり、いずれか一方のみを解約・解除等終

了することができないことにつき、予め合意します。 
 
第 3条（保守サービスの終了） 
レンタル契約の期間満了、解約、解除、その他の理由の如何を問わず

レンタル契約の全部が終了する場合、または保守対象物件に関する

レンタル契約が終了する場合、本保守契約も同時に終了するものと

します。 
 
第 4条（保守サービスの内容） 
1．賃貸人が提供する保守サービスの種類および内容は以下のＡない
しＤの通りとします。 
Ａ．有償修理 
① 賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合、賃貸人は保守対象物件
の修理を有償で行います。 
② 賃借人は、修理に係わる対価（以下修理料金という）を賃貸人か
らの請求により、請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀

行口座に振り込む方法（口座振替サービス利用による振り込みを含

む）により支払うものとします。 
③ レンタル約款第 3条に基づきレンタル契約を延長する場合、賃貸
人は同一条件で引き続き保守の提供を行います。 
Ｂ．代替保守 
① 保守対象物件の修理または代替物件の引渡しを行います。ただし、
保守対象物件が滅失（修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ）し

た場合は修理および代替物件の引渡しを行いません。 
② レンタル約款第 3条に基づきレンタル契約を延長する場合、賃貸
人は同一条件で引き続き保守の提供を行います。 

Ｃ．オンサイト保守 
① オンサイトによる保守サービスを提供します。 
② オンサイト保守サービスの提供は、レンタル約款第５条によるレ
ンタル物件の引渡し日より最大 36 ヶ月間とします。 
③ 賃貸人は、オンサイト保守に関する業務を、賃貸人が指定する保
守会社（以下保守会社という）に再委託するものとします。 
 ④ 第②号による保守の提供期間が終了したのち、レンタル契約を
引き続き継続する場合は、Ａ．有償修理の提供を行います。ただし、 
賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合は、賃貸人は本条に定める保

守のいずれかを提供するものとします。 
Ｄ．有償保守 
① 第②号から第⑥号に従い保守を有償で提供します。 
② 賃貸人は、有償保守に関する業務を、賃貸人が指定する保守会社
（以下「保守会社」という）に再委託するものとし（この賃貸人、保

守会社間の再委託に係わる契約を再委託契約という）、賃借人は、レ

ンタル期間中に保守対象物件に性能的障害が生じた場合、保守サー

ビスの提供を､保守会社に対し直接請求できるものとします。 
③ 有償保守の内容および保守会社の連絡先等について、賃貸人は、
賃借人に別途書面等により通知します。 
④ レンタル約款第 3条に基づき、レンタル契約を延長する場合、有
償保守の提供は終了し、Ａ．有償修理の提供を行うものとします。 
ただし、賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合は、この限りではあ

りません。 
⑤ 賃借人は、有償保守に係わる対価（以下「保守料金」という）を
レンタル契約のレンタル料と共に以下の各号のとおり賃貸人に支払

います。 
ⅰ.一括払いの場合：第１回目のレンタル料と同時に支払います 
ⅱ.分割払いの場合：レンタル期間にかかるレンタル料支払回数に分
割して支払います。 
⑥ 事由のいかんを問わずレンタル契約がレンタル期間の中途で終
了した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、未払いの保守料の残額

（以下「保守料金残額」という）を一括して賃貸人に支払います。た

だし、レンタル契約の終了に伴い、賃貸人が保守会社から再委託契約

に基づく再委託料金のうち未経過期間に係わる再委託料金の返還を

受けた場合はこの限りではありません。 
2．保守サービスの内容は、賃貸人がＡないしＤのうちのいずれかを
指定し、レンタル約款第４条第２項記載の見積書に記載するものと

し、賃借人の希望により提供されるものではありません。 
3．保守サービスは、保守対象物件の引渡し後、賃借人の責めに帰す
べき事由によらず、保守対象物件が正常に作動しなくなった場合に

提供されます。 
4．レンタル期間中の保守サービスの提供に際し、賃借人がレンタル
物件を使用できない期間があったとしても、賃借人は、賃貸人に対

し、レンタル期間の延長、レンタル料等の減免及び損害賠償請求の請

求並びにレンタル契約を解除することはできません。 
5．本条に定める保守サービスの提供において、保守対象物件を正常
に作動させる事が不可能な場合または保守対象物件の修理もしくは

代替物件の引渡しに過大な費用もしくは時間を要する場合は、賃貸

人はレンタル契約の全部または一部を解除することができます。 
6．保守サービスに関する依頼の受付は、祝祭日及び賃貸人所定の休
日（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く、月曜日から金曜日の 9 時 00 
分から 17 時 00 分までとし、保守サービスは受付日の翌営業日以
降に提供されるものとします。ただし、不可抗力その他賃貸人の責に

帰すべき事由によらず保守サービスを提供できない場合があったと

しても、賃貸人はその責を負いません。 
 

以上 
 
 
2020年 3月 18日制定 
 


